
議案第 11号  

 

 

   西脇市中畑林間ファミリー園条例及び西脇市日本のへそ  

日時計の丘公園条例の一部を改正する条例の制定につい  

て  

 

 

 西脇市中畑林間ファミリー園条例及び西脇市日本のへそ日時計の丘

公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和５年２月 24日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 受益者負担の原則に基づき、使用料の適正化を図る必要があるため。  
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